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証券コード　９２４２
2022年10月12日

株　主　各　位
福岡県福岡市中央区大名二丁目８番１号

メ デ ィ ア 総 研 株 式 会 社
代表取締役社長 田 中 浩 二

１．日 時 2022年10月27日（木曜日）午前10時

２．場 所 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番８号　福岡天神センタービル８階

ＴＫＰガーデンシティ天神

３．会議の目的事項

【報告事項】 第31期（2021年８月１日から2022年７月31日まで）事業報告及び計算書類報告の

件

【決議事項】

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役５名選任の件

第31期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　さて、当社第31期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本年は可能な限りご出席を見合わせていただ

き、郵送（書面）にて議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。お手数ながら、後記の

株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、

2022年10月26日（水曜日）午後６時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げ

ます。

敬　具

記

以　上

------------------------------------------------------------------------------------------

（注）１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申し上げます。

２．株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ウ

ェブサイト（https://mediasouken.co.jp/）に掲載させていただきます。
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( 2021年８月１日から
2022年７月31日まで )

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．会社の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス変異株流行の影響やロシアによるウ

クライナ侵攻に端を発するエネルギー及び資源価格の急騰が懸念されるなど、先行きが不透明

な状況で推移いたしました。

　当社の事業領域である人材・就職支援業界においても新型コロナウイルス感染症の動向の影

響を受けており、人の移動を伴う対面式のイベント・セミナーは中止・延期となるケースが発

生しております。また、2022年７月の有効求人倍率が1.29倍（前年同月は1.15倍。厚生労働省

調査）、完全失業率が2.6％（前年同月は2.8％。総務省統計局調査）となるなど、労働統計に

おける企業の求人ニーズは幾分持ち直しが見えつつありますが、新型コロナウイルス感染症が

拡大する前の数値にはまだ戻っておりません。

　このような環境のなか、当社は、事業の柱である高専生向け就職活動イベント「高専生のた

めの合同会社説明会」や新たな取り組みとなる独立行政法人国立高等専門学校機構主催の

「KOSEN EXPO」等、また、大学生向けの就職活動イベント「理工系業界研究セミナー」等の企

画・運営に注力することと併せ、新たな情報サイト「高専プラス」を本格稼働させて事業の拡

大を図りました。

　大学生向けの就職活動イベントは新型コロナウイルスの感染再拡大の影響を受け、「対面形

式」開催から「オンライン形式」に急遽変更されるケースが目立ちました。そのため他社開催

のオンライン形式イベントとの差別化の訴求が参加企業に対して十分に出来なかったことなど

により、この分野の売上は減少いたしました。一方、高専生向け就職活動イベントは「高専プ

ラス」の効果もあり順調に推移しました。「高専プラス」は2021年10月リリースした機能によ

り「高専生のための合同会社説明会」における参加企業情報と高専生の情報をＤＸ化し、イベ

ント運用の効率化を達成いたしました。また、2022年４月においてリリースした進学情報を取

り扱う機能追加により2023年３月高専卒業予定者のうち、就職を希望している全国の高専生の

約７割にあたる4,000人程度がサイトを使用するなど実績が積み上がってきております。

　この結果、当事業年度の売上高は776,148千円（前期比15.6％増）、営業利益は182,261千円

（同2.2％増）、経常利益は184,613千円（同1.3％減）、当期純利益は131,194千円（同4.4％

減）となっております。
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②　設備投資の状況

　当事業年度に実施しました設備投資の総額は、41,619千円であります。その主なものは、高

専新卒者向け就職・進学情報サイト「高専プラス」、高専学内用進路支援システム「キャリア

サポートシステム」等に係るソフトウェア開発35,298千円によるものであります。

③　資金調達の状況

　2021年９月に東京証券取引所マザーズ市場（現　東京証券取引所グロース市場）及び福岡証

券取引所Q-Boardに上場したことに伴う新規株式の発行及びオーバーアロットメントによる売

出しに関連した第三者割当増資により、343,905千円の資金調達を行いました。

区 分
第28期

（2019年度）
第29期

（2020年度）
第30期

（2021年度）

第31期
（2022年度）
（当事業年度）

売 上 高（千円） 640,216 702,709 671,338 776,148

経 常 利 益（千円） 141,204 127,750 187,043 184,613

当 期 純 利 益（千円） 123,485 99,010 137,182 131,194

１株当たり当期純利益 （円） 122.96 93.94 130.15 112.23

総 資 産（千円） 458,332 515,720 713,210 1,204,956

純 資 産（千円） 341,242 440,252 577,435 1,052,534

１株当たり純資産 （円） 323.76 417.69 547.85 889.79

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式数によ

り算出しております。

２．当社は、2021年３月20日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第28期

（2019年度）の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純

資産を算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

　該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

①　就職活動イベントにおける品質担保

　当社は、学生イベント事業において、高専生向け就職活動イベント、大学生向け就職活動イ

ベントの開催など、毎年、一定数の就職活動イベントを開催しております。

　これら就職活動イベントは、参加する学生の確保及び企業の出展社数により収益が左右され

ますが、足元の景気動向や企業の採用環境の変化により、十分満足する学生数の確保及び出展

社数の確保が実現できないことも想定されます。

　この課題に対処するために、高専生向け就職活動イベントでは、高等専門学校の教員と連携

し、学校行事や授業の一環として実施することを推進し、より多くの高専生にコンタクトでき

る仕組みを構築してまいります。

　また、大学生向け就職活動イベントは、地方の大学生が首都圏等で効率的に就職活動ができ

る仕組みを構築するなど、イベント運営に関する改良・改善を継続的に行っております。企業

に対しても優秀な学生の参加率が高く、的確に学生情報が収集できるイベントとしての認知度

を高めることで、上場企業・大手企業をはじめとする優良企業の囲い込みを図ってまいりま

す。

②　既存事業の収益機会の創出及び拡大

　新型コロナウイルス感染症の影響から、「WEB合説サイト」を活用した、オンライン形式の

イベントが増加しておりますが、今後の経済環境の変化等により、就職活動イベントの重要性

が低下することや、競合企業による新たな就職活動ツールの開発など、十分な就職活動イベン

トの開催ができないことも予想されます。

　当社は、優秀な高専生や大学生を囲い込むことができれば、対面形式、オンライン形式とい

ったイベントの形式を問わず、企業のニーズに応えることができると考えておりますので、

WEBマガジン「月刊高専」を軸に、高等専門学校の教員等との連携や協力体制を強め、新たな

就職活動イベント企画やサービスの開発に注力してまいります。

　また、高等専門学校は、５年制の教育機関である本科を卒業すると、さらに高度な専門的知

識・技術を高める２年制の専攻科へ進学する場合や大学３年へ編入学する場合など、多様なキ

ャリアパスが用意されております。

　現在、国立大学及びその大学院の理工系学部は、高専生の編入学に対するニーズが高く、各

研究室が高専生へ入学希望者を募集するなど、高等専門学校と理工系の学部・研究室とのつな

がりは、強くなる傾向にあると考えております。

　当社は、高等専門学校の教員との連携を活かし、理工系学部や研究室への編入学支援を行う

ことで、国立大学及びその大学院の理工系学部との連携強化を進めてまいります。当社と高等

専門学校の教員との関係と同様に、各研究室の教授・教員との連携を強め、新たな大学生向け

就職活動イベントの開催等の企画や新たなサービスの提供により、収益機会の創出及び拡大を

図ってまいります。
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③　新規サービスの創出

　当社は、高専生向け就職活動イベント、大学生向け就職活動イベントの開催など学生イベン

トを中心に業容を拡大してまいりました。今後も競争優位性を確保し持続的に成長するために

は、既存事業の収益機会の創出及び拡大に加えて求職者市場ニーズを的確に捉えた新規サービ

スの創出が重要であると考えております。

　具体的には、高等専門学校の教員等との連携を活かした、高専卒業者を中心とした理工系転

職サービス「転職スイッチ」を2022年10月より開始いたしました。いち早く成長軌道に乗せる

ことで、当社の持続的成長に貢献できるものと考えております。

　また、今後も事業機会を捉え、市場に求められるサービスを創出してまいります。

④　システム安定性の確保

　当社は、「WEB合説サイト」や「高専プラス」をはじめとするインターネット上で各種サー

ビスの提供を行っている関係上、様々な要因で発生するシステム障害により、学生や企業に対

して満足なサービスを提供できない可能性があります。この課題に対処するために、サーバー

の増強、安定した通信回線の確保、負荷分散システムの導入といったハード面はもとより、シ

ステム監視・管理体制の充実等ソフト面が重要となると考え、2021年７月期より、組織的な監

視・管理体制の整備を目的にシステム部を設置し、IT人材の採用・拡充を行っており、今後も

継続的にシステム投資やIT人材の採用等を行い、システムの安定性確保に取り組んでまいりま

す。

⑤　経営管理体制の強化

　当社は、今後の事業拡大及び持続的成長を進めるためには、事業や組織運営上の問題点の把

握・集約・改善が必要であり、そのためにもコンプライアンスの遵守や経営管理体制の構築は

もとより、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。

　この課題に対処するために、全役員・従業員向けに定期的な教育を行い、コンプライアンス

の遵守及び経営管理体制の重要性について周知を図っております。

⑥　優秀な人材の確保と労働生産性の向上

　当社は、持続的な成長を実現するためには、就職活動イベント企画、WEBサイト構築、シス

テム開発など高付加価値サービスを提供できる人材をより多く確保するとともに、生産性を継

続的に改善していくことが必要であると考えております。そのため当社では、優秀な人材を確

保するために継続的な採用活動を行い、従業員への教育・研修体制の充実を図るとともに、各

部門の業務効率化・省力化を目的に各種システムの構築及び連携を行うことで、全社的な生産

性の向上に努めてまいります。
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区分 事業内容

学生イベント事業

就職活動イベント
高専生向け就職活動イベントの企画・運営、大学生

向け就職活動イベントの企画・運営

企画制作

WEBマガジン「月刊高専」の運営や大学別就活手帳

の企画・制作、WEBサイト制作・保守サポート・動

画制作・DTP制作の受託

(5) 主要な事業内容（2022年７月31日現在）

名 称 所 在 地

本 店 福岡県福岡市

東 京 事 業 所 東京都千代田区

(6) 主要な営業所（2022年７月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

35名 ４名増 36.1歳 3.0年

(7) 使用人の状況（2022年７月31日現在）

（注）使用人数は就業人員であり、休職者及びパート等の臨時雇用者数は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（2022年７月31日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　2021年９月２日付で東京証券取引所マザーズ市場（現　東京証券取引所グロース市場）及び

福岡証券取引所Q-Board市場へ株式上場いたしました。
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(1)　発行可能株式総数 4,200,000株

(2)　発行済株式の総数 1,182,900株

(3)　株主数 881名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

田 中 浩 二 800,000株 67.63％

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 54,400株 4.60％

野 本 正 生 20,000株 1.69％

株 式 会 社 S B I 証 券 19,900株 1.68％

田 中 俊 隆 10,200株 0.86％

新 潟 真 也 10,000株 0.85％

吉 行 亮 二 10,000株 0.85％

今 野 治 10,000株 0.85％

M O R G A N  S T A N L E Y  &  C O .  L L C 6,400株 0.54％

楽 天 証 券 株 式 会 社 5,800株 0.49％

２．会社の株式に関する事項（2022年７月31日現在）

(4)　大株主の状況

（注）自己株式は保有しておりません。
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第 １ 回 新 株 予 約 権 第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2019年７月５日 2019年７月５日

新 株 予 約 権 の 数 23,400個 15,400個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る

株 式 の 種 類 と 数

（注１）

普通株式　46,800株

（新株予約権１個につき２株）

普通株式　30,800株

（新株予約権１個につき２株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 無償とする。 無償とする。

新株予約権の行使に際して

出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり1,100円

（１株当たり550円）

新株予約権１個当たり1,100円

（１株当たり550円）

権 利 行 使 期 間
2021年７月26日から

2029年７月25日まで

2021年７月26日から

2029年７月25日まで

行 使 の 条 件 （注２） （注２）

役 員

の

保 有

状 況

取 締 役

（社外役員を除く）

新株予約権の数 23,400個

目的となる株式数 46,800株

保有者数 3名

新株予約権の数 2,000個

目的となる株式数 4,000株

保有者数 1名（注３）

社 外 取 締 役 － －

監 査 役 － －

３. 会社の新株予約権等に関する事項（2022年７月31日現在）

　当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状

況

（注）１. 当社は、2021年3月20日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、当該分割反映

後の数を記載しております。

２. 下記①～④のいずれかに該当することとなった場合、新株予約権は行使することができなくなるもの

とし、この場合、新株予約権者は、当該各時点において未行使の新株予約権全部を放棄したものとみ

なします。

① 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権行使時も、当社

取締役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認

めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事

由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。

③ 新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から１年後以降に新株予約権を行使することができ

るものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することはできないものとする。

３. 取締役１名が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものです。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 田 中 浩 二

取 締 役 副 社 長 野 本 正 生 システム部担当

取 締 役 谷 口 陽 子 企画制作部長

取 締 役 新 潟 真 也 営業部長

取 締 役 馬 木 　 均 管理部長

取 締 役 吉 行 亮 二
株式会社ブリングラック代表取締役
株式会社メディアシステム社外取締役
株式会社アンサーホールディングス社外取締役

常 勤 監 査 役 門 司 明 子 門司明子税理士事務所代表

監 査 役 吉 居 大 希

吉居公認会計士事務所代表
合同会社カズミル代表社員
メディアファイブ株式会社社外取締役
株式会社ecommit取締役

監 査 役 桝 本 美 穂
桝本法律事務所代表
メディアファイブ株式会社社外監査役

４．会社役員に関する事項（2022年７月31日現在）

　(1) 取締役及び監査役の状況

（注）１．取締役吉行亮二氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。また、2022年９月22日

に、株式会社SOSOGooホールディングス社外取締役に就任いたしました。

２．監査役門司明子氏、吉居大希氏及び桝本美穂氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。

３．監査役門司明子氏は税理士の資格を有しており、税務及び会計に対する相当程度の知識を有しており

ます。

４．監査役吉居大希氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に対する相当程度の知識を有して

おります。また、2022年８月25日をもって、メディアファイブ株式会社社外取締役を任期満了により

退任いたしました。

５．監査役桝本美穂氏は弁護士の資格を有しており、法律に対する相当程度の知識を有しております。

６．当社は取締役吉行亮二氏並びに監査役門司明子氏及び吉居大希氏及び桝本美穂氏を東京証券取引所及

び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

７．2022年10月27日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって、取締役馬木均氏は任期満了により退任

予定です。
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　(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、当社定款第30条第２項及び第40条第２項の規定に基づき、取締役吉行亮二氏及び監

査役門司明子氏、吉居大希氏、桝本美穂氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度

額は、法令が定める額であります。

　(3) 取締役及び監査役の報酬等

　①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

イ．基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機

能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、役位、職責等を踏まえた適正な水準とする

ことを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報

酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、

基本報酬のみを支払うこととする。

ロ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期

または条件の決定に関する方針を含む。)

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社

水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するもの

とする。

ハ．非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期

又は条件の決定に関する方針を含む。)

　非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の営

業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を譲渡制限付株式として、取締

役会決議に基づき毎年一定の時期に支給することができる。目標となる業績指標とその値

は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・

報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

ニ．金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定

に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業

種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬委員会において検討

を行う。取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割

合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
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区 分 報酬等の額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

員数基本

報酬

非 金 銭

報 酬 等

取 締 役

( う ち 社 外 取 締 役 )

90,360千円

(5,550)

90,360千円

(5,550)
－

６名

(１)

監 査 役

( う ち 社 外 監 査 役 )

11,070千円

(11,070)

11,070千円

(11,070)
－

３名

(３)

合 計

( う ち 社 外 役 員 )

101,430千円

(16,620)

101,430千円

(16,620)
－

９名

(４)

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額の決定については、代表取締役が取締役個人別の基本報酬額及び割当株

式数の原案を作成し、取締役会は、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとする。取

締役会は、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において取締役個人別の基本報酬額及び

割当株式数を決議する。

　なお、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の

決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認してお

り、当該方針に沿うものであると判断しております。

②　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬限度額は、2020年10月23日開催の第29期定時株主総会において、年額200百万円以内

（うち社外取締役分として年額30百万円以内）と承認されております。

２. 監査役の報酬限度額は、2018年11月22日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と承認され

ております。

３．上記金銭報酬とは別枠で,2021年10月22日開催の第30期定時株主総会において、取締役（社外取締役

を除く。）に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬額は、年額25百万円以内と承認されており

ます。
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区 分 氏 名
主 な 活 動 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待
さ れ る 役 割 に 関 し 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役 吉 行 亮 二

当事業年度の取締役会には、20回中20回出席いたしました。

上場企業の役員として長年当該企業の企業価値向上に尽力した経験

と企業経営者としての豊富な経験に基づき、取締役会では経営全般

の観点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性

を確保するための適切な役割を果たしております。

社外監査役 門 司 明 子

当事業年度の取締役会には、20回中20回出席いたしました。

税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、税務面で

の高い知見に基づき、専門的な見地から意見を述べる等、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行って

おります。

また、同年度の監査役会には、13回中13回出席し、監査に関する重

要事項の協議を行っております。

(4)　社外役員に関する事項

　①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人との関係

イ．社外取締役吉行亮二氏は、株式会社ブリングラックの代表取締役、株式会社メディアシ

ステムの社外取締役、株式会社アンサーホールディングスの社外取締役であります。当社

と取引が発生している株式会社メディアシステムの社外取締役ではありますが、当社の意

思決定に影響を与えるような取引規模ではなく、独立性を有しているものと判断しており

ます。また、当社とその他各兼職先との間には特別な利害関係はありません。

ロ．社外監査役の門司明子氏は、門司明子税理士事務所の代表であります。当社と兼職先と

の間には特別の関係はありません。

ハ．社外監査役吉居大希氏は、吉居公認会計士事務所の代表、合同会社カズミルの代表社

員、メディアファイブ株式会社の社外取締役、株式会社ecommitの取締役であります。当

社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

ニ．社外監査役桝本美穂氏は、桝本法律事務所の代表、メディアファイブ株式会社の社外監

査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

　②　当事業年度における主な活動状況

－ 12 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

区 分 氏 名
主 な 活 動 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待
さ れ る 役 割 に 関 し 行 っ た 職 務 の 概 要

社外監査役 吉 居 大 希

当事業年度の取締役会には、20回中20回出席いたしました。

公認会計士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、ま

た、他社の企業経営に携わる等幅広い知見に基づき、専門的な見地

から意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための助言・提言を行っております。

また、同年度の監査役会には、13回中13回出席し、監査に関する重

要事項の協議等を行っております。

社外監査役 桝 本 美 穂

当事業年度の取締役会には、20回中20回出席いたしました。

弁護士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、法務面で

の高い知見に基づき、専門的見地から意見を述べる等、取締役会の

意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってお

ります。

また、同年度の監査役会には、13回中13回出席し、監査に関する重

要事項の協議等を行っております。
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 14,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 14,500千円

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

如水監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会

計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等

が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判

断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　　当社は、如水監査法人に対して、新規上場申請に係るコンフォートレター作成業務について

の対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　　監査役会は、公益財団法人日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の

決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する

監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を

決定いたします。

　　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役

会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨

とその理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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６．業務の適正性を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、社会規範に則した行動を行うために

「倫理・コンプライアンス規程」を定め、法令遵守がすべての企業活動の基本であることを徹

底する。

②　内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。

③　取締役及び従業員の職務執行の適切性を確保するために、内部監査室を設置し、「内部監査

規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査責任者は内部監査室長とし、必要に応じ

て監査役と情報交換を行い、効率的な内部監査を実施する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役の職務執行において、取締役会議事録を始めとした書類と職務執行に係る情報の取扱

いは、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　「倫理・コンプライアンス規程」に基づき、取締役会が損失に繋がるリスクの管理体制を構

築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る事象について取締役会等で適宜議論を

行い、リスク管理部門として管理部がリスク管理活動を統括する。

②　管理部において、想定される各種リスクに対応し、適切に評価・管理を行う体制を構築す

る。

③　危機発生時には企業価値の毀損を極小化するため、代表取締役社長及び行動規範管理責任者

を中心に、緊急事態対応体制をとるものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役会を毎月１回定期的に開催するとともに、機動的な意思決定を行うための臨時取締役

会を適宜開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。

②　日常の職務執行において、効率的に実施するために、「職務権限規程」等の社内規程に基づ

き、権限の委譲を行い、各職位の責任者が的確に意思決定できるような体制を整備する。
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(5) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事

項、当該従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事

項

　　監査役の職務を補助すべき従業員は、必要に応じてその人員を確保するようにし、また、当

該従業員が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとし、取締

役からの指示・命令は受けないこととする。なお、当該従業員の人事事項（異動、評価及び懲

戒等）については、監査役との事前協議を要するものとする。

(6) 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制並びに監

査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

①　監査役は、取締役会のほか、必要に応じて「会議規程」に定める会議に出席するとともに、

稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は従業員にその説明を求めるこ

とができる。

②　取締役及び従業員は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を

発見したときには、速やかに監査役に報告する。

③　取締役及び従業員は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速

やかに報告する。

④　監査役へ報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを

禁止するとともに、その旨を周知徹底する。

(7) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い、又は償還の手続きその他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　　監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、当該請求

に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やか

に当該費用又は債務を処理する。また当社は、監査業務にかかる費用を支弁するため、必要に

応じ、一定額の予算を確保するものとする。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く

リスク、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制とす

る。
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②　監査役は、必要に応じて、代表取締役社長と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効

率性及び実効性が確保できる体制とする。

(9) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

①　当社は、反社会的勢力との取引・資金提供を一切行わない。なお、当社が期せずして反社会

的勢力との取引が判明した場合は、取引の解消に向けた適切な処置を速やかに講じるものとす

る。

②　当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じない。反社会的勢力による不当要求が認

められた場合には、民事上若しくは刑事上の法的対応を行うものとする。また、反社会的勢力

による不当要求に対する従業員の安全を確保する体制を構築する。

③　当社は、反社会的勢力の排除に関し、日頃より公益財団法人福岡県暴力追放運動推進センタ

ー、弁護士等関係外部機関と緊密な連携関係を構築する。

(10) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制については、管理部が中心となり、より適切な運営に努

めております。内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し調査を実施

し、必要に応じて取締役会にその内容を報告しております。なお、不適切な点を発見した場

合には、取締役会等で共有を図り、必要に応じて弁護士その他外部専門家の意見を参考に

し、内部統制システムの改善に努めております。

７．株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており、継続的かつ安

定的な配当を行うことを基本方針としております。しかしながら、配当政策につきましては、当

社は成長過程であることから、経営基盤の安定化を図るために内部留保を充実させ、事業拡大、

事業効率化のための投資を行い、企業価値向上を図ることが、株主に対する最大の利益還元に繋

がると考えております。
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資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動 資 産】

現 金 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】

【有 形 固 定 資 産】

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

【無 形 固 定 資 産】

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

【投資その他の資産】

敷 金

そ の 他
　

1,094,874

1,070,383

12,737

1,993

346

394

8,066

1,108

△156

110,081

24,704

11,651

2,481

3,590

1,567

5,413

48,829

2,774

41,407

4,647

36,547

22,998

13,548
　

【流 動 負 債】 152,421

買 掛 金 14,755

未 払 金 39,908

未 払 費 用 1,075

未 払 法 人 税 等 38,920

未 払 消 費 税 等 15,726

預 り 金 18,341

前 受 金 16,523

賞 与 引 当 金 7,169

負 債 の 部 合 計 152,421

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】 1,052,534

資 本 金 236,802

資 本 剰 余 金 186,802

資 本 準 備 金 186,802

利 益 剰 余 金 628,929

そ の 他 利 益 剰 余 金 628,929

繰 越 利 益 剰 余 金 628,929

純 資 産 の 部 合 計 1,052,534

資 産 の 部 合 計 1,204,956 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,204,956

貸　借　対　照　表

（2022年７月31日現在）
（単位：千円）
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(自　2021年８月１日
至　2022年７月31日)

科 目 金 額

【売 上 高】

売 上 高 776,148

【売 上 原 価】

売 上 原 価 172,689

売 上 総 利 益 603,459

【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 421,198

営 業 利 益 182,261

【営 業 外 収 益】

受 取 給 付 金 2,500

代 理 店 手 数 料 1,835

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 175

受 取 手 数 料 576

そ の 他 483

営 業 外 収 益 合 計 5,570

【営 業 外 費 用】

株 式 交 付 費 3,218

営 業 外 費 用 合 計 3,218

経 常 利 益 184,613

【特 別 利 益】

保 険 解 約 益 15,153

固 定 資 産 売 却 益 533

特 別 利 益 合 計 15,686

【特 別 損 失】

減 損 損 失 2,973

特 別 損 失 合 計 2,973

税 引 前 当 期 純 利 益 197,327

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 65,512

法 人 税 等 調 整 額 620

当 期 純 利 益 131,194

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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(自　2021年８月１日
至　2022年７月31日)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本合計
資 本 準 備 金

資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 64,850 14,850 14,850 497,735 497,735 577,435

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 171,952 171,952 171,952 343,905

当 期 純 利 益 131,194 131,194 131,194

当 期 変 動 額 合 計 171,952 171,952 171,952 131,194 131,194 475,099

当 期 末 残 高 236,802 186,802 186,802 628,929 628,929 1,052,534

純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 577,435

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 343,905

当 期 純 利 益 131,194

当 期 変 動 額 合 計 475,099

当 期 末 残 高 1,052,534

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下

げの方法により算定）

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿

価切り下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりです。

建物　　　　　3～22年

構築物　　　　15年

車両運搬具　　4～6年

工具器具備品　4～10年

② 無形固定資産 定額法

のれんについては、投資効果の及ぶ期間（５年）にわたり、定額法で償

却しております。また自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負

担額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

① 就職活動イベント

（一時点で移転される財又はサービス）

顧客の就職活動イベントへの出展を履行義務として識別しております。顧客がイベントへ出展した

時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。
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（一定の期間にわたり移転されるサービス）

顧客の就職情報を当社が運営するナビサイトへ掲載することを履行義務として識別しております。

契約に基づく期間に応じて履行義務が充足されるため、ナビサイトへの掲載期間にわたり収益を認

識しております。

② 企画制作

（一時点で移転される財又はサービス）

WEBページや就活手帳等の制作受託契約は、顧客への制作物の提供を履行義務として識別しており

ます。顧客へ制作物を提供した時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しており

ます。

（一定の期間にわたり移転されるサービス）

WEBページ等の保守管理契約は、顧客への保守管理サービス等を履行義務として識別しておりま

す。契約に基づく期間に応じて履行義務が充足されるため、保守管理サービス等の提供期間にわた

り収益を認識しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（損益計算書）

　前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「代理店手数料」は、金

額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲載しております。

３．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う）等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ

ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の

適用による当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

　前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「前受

金」及び「預り金」に含めて表示しております。

　また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月4日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価算定会計基準等の適

用による計算書類に与える影響はありません。
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有形固定資産の減価償却累計額 22,073千円

普通株式 1,182,900株

普通株式 77,600株

繰延税金資産

未払事業税 1,405千円

賞与引当金 2,183千円

敷金 1,275千円

減損損失 905千円

その他 984千円

繰延税金資産小計 6,753千円

評価性引当額 －千円

繰延税金資産合計 6,753千円

４．会計上の見積に関する注記

該当事項はありません。

５．貸借対照表に関する注記

６．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな

る株式の種類及び数

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社は、運転資金、設備投資資金等を自己資金でまかなっております。一時的な余裕資金につきましては

安全性の高い短期的な金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１か月以内の支払期日であります。
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学生イベント事業 合計

サービス別
　就職活動イベント
　企画制作

569,362
206,786

569,362
206,786

合計 776,148 776,148

収益認識の時期
　一時点で移転される財又はサービス
　一定の期間で移転される財又はサービス

698,091
78,057

698,091
78,057

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　営業債権及び敷金につきましては、「与信管理規程」に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引先

ごとに期日及び残高を管理することによりリスク低減を図っております。

ロ．資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

　当社は、資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるた

め時価が帳簿価格に近似するものであることから記載を省略しています。

(3) 金融商品の時価レベルごとの内訳に関する事項

該当事項はありません。

９．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位:千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収

益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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契約負債の期首残高 12,514千円

契約負債の期末残高 16,523千円

(1) １株当たり純資産額 889円79銭

(2) １株当たり当期純利益 112円23銭

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

顧客との契約から生じた契約負債の残高は以下のとおりであります。

　貸借対照表上、契約負債は「流動負債」の「前受金」に計上しております。また、期首時点の契約負債

のうち、11,145千円は当事業年度の収益として認識しております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

12．その他の注記

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、今後の収束時期等を正確に予測することは困

難な状況にありますが、当事業年度の計算書類作成日現在においては当社の事業活動への影響は軽微と想定

しております。

　そのため、当社が当事業年度の計算書類の作成にあたって用いた会計上の見積りについては、新型コロナ

ウイルス感染症による重要な影響はないものとの仮定を置いております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、今後長期化した場合や深

刻化した場合は、当社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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独立監査人の監査報告書

2022年９月20日

メディア総研株式会社

取締役会　御中

如水監査法人

福岡県福岡市

指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士　　廣島　 武文

指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士　　村上　 知子

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、メディア総研株式会社の2021年８月１日から

2022年７月31日までの第31期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ

の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運

用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討

すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を

払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判

断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告

書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記

事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人

の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書

類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減

するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2021年８月１日から2022年７月31日までの第31期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、

以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査

室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと

もに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び

事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社

法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容

及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを

確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討

いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　 会計監査人如水監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年９月21日

メ デ ィ ア 総 研 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役
（社外監査役） 門 司 明 子 ㊞

監 査 役
（社外監査役） 吉 居 大 希 ㊞

監 査 役
（社外監査役） 桝 本 美 穂 ㊞

　

以　上
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現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供）

第18条　当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算

書類および連結計算書類に記載また

は表示をすべき事項に係る情報を、

法務省令に定めるところに従いイン

ターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供し

たものとみなすことができる。

＜削除＞

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正

規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次

のとおり当社定款を変更するものであります。

（1）変更案第18条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる

旨を定めるものであります。

（2）変更案第18条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定

するための規定を設けるものであります。

（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要とな

るため、これを削除するものであります。

（4）上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現行定款 変更案

＜新設＞

＜新設＞

（株主総会参考書類等の電子提供措置等）

第18条　当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類等の内容である情

報について、電子提供措置をとるも

のとする。

２　当会社は、電子提供措置をとる事項

のうち法務省令で定めるものの全部

または一部について、議決権の基準

日までに書面交付請求した株主に対

して交付する書面に記載しないこと

ができる。

（附則）

１　会社法の一部を改正する法律（令和元年

法律第70号）附則第１条ただし書きに規

定する改正規定の施行の日である2022年

９月１日（以下「施行日」という）から

６か月以内の日を株主総会の日とする株

主総会については、変更前定款第18条

（株主総会参考書類等のインターネット

開示とみなし提供）はなお効力を有する 

。

２　本附則は、施行の日から６か月を経過し

た日または前項の株主総会の日から３か

月を経過した日のいずれか遅い日後にこ

れを削除する 。
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候補者
番　号

ふ　　　　り　　　　が　　　　な

氏　　　　　　 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

た

田

 

　
なか

中　
こう

浩　
じ

二

（1961年１月８日）

1984年４月　株式会社毎日コミュニケーションズ（現

株式会社マイナビ）入社

1993年３月　当社設立代表取締役社長（現任）

800,000株

【選任理由】

田中浩二氏は、1993年に当社を設立し、「イノベーションとイノベーション人材で世界をフラット

にする」を掲げ、優れたリーダーシップを発揮し、当社を牽引してきました。経営の重要事項の決

定及び業務執行の監督を適切に行っており、今後も企業価値の向上を継続できると判断したことか

ら、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

２

の

野

 

　
もと

本

 

　
まさ

正

 

　
お

生

（1976年１月１日）

1994年４月　福岡ヤクルト販売株式会社入社

1999年５月　株式会社アイシステム入社

2005年11月　商号「マグネッツ」創業

2006年11月　株式会社マグネッツ設立代表取締役社長

2019年６月　当社取締役副社長マグネッツ事業部長

2020年８月　当社取締役副社長システム部担当（現

任）

20,000株

【選任理由】

野本正生氏は、WEBコンサルティングの業界で培った豊富な経験と実績から、当社の業容の拡大に大

きく寄与しており、2019年６月以降は当社取締役副社長として、戦略的な観点から経営の重要事項

の決定及び業務執行の監督を適切に行っており、引き続き取締役として選任をお願いするものであ

ります。

３

たに

谷

 

　
ぐち

口

 

　
よう

陽

 

　
こ

子

（1971年12月15日）

1995年10月　有限会社フリークス入社

1999年11月　当社入社

2009年５月　当社取締役制作部長

2020年８月　当社取締役企画制作部長（現任）

4,000株

【選任理由】

谷口陽子氏は、企画制作、総務、人事等主要な業務を幅広く経験するとともに、2009年５月からは

当社取締役を務める等、経営全般に関して豊富な経験と知識を有しており、引き続き取締役として

選任をお願いするものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名

の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 33 －



候補者
番　号

ふ　　　　り　　　　が　　　　な

氏　　　　　　 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

４

にい

新

 

　
がた

潟

 

　
しん

真

 

　
や

也

（1982年９月28日）

2006年４月　当社入社

2011年12月　当社取締役営業部長（現任）
10,000株

【選任理由】

新潟真也氏は、長年にわたり当社営業部門の業務に携わり、新規事業の開拓や人材教育の推進等、

大いにその実力を発揮してきました。豊富な業務経験と事業に対する高い見識を有していることか

ら、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

５

よし

吉

 

　
ゆき

行

 

　
りょう

亮

 

　
じ

二

（1970年６月14日）

1993年４月　株式会社西日本銀行（現　株式会社西

日本シティ銀行）入行

2001年６月　メディアファイブ株式会社入社

2004年８月　メディアファイブ株式会社監査役

2006年８月　メディアファイブ株式会社取締役

2007年９月　メディアファイブ株式会社常務取締役

2011年８月　メディアファイブ株式会社専務取締役

2011年８月　株式会社匠工房取締役

2013年８月　株式会社ダブルスキル代表取締役社長

2015年９月　株式会社ブリングラック設立代表取締

役（現任）

2019年10月　当社社外取締役（現任）

2020年９月　株式会社メディアシステム社外取締役

（現任）

2021年４月　株式会社アンサーホールディングス社

外取締役（現任）

2022年９月　株式会社SOSOGooホールディングス社外

取締役（現任）

10,000株

【選任理由及び期待される役割の概要】

吉行亮二氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社取締役会等において

も、経営戦略等に積極的に意見をいただくなど、社外取締役として業務執行に対する監督など適切

な役割を果たしていただいております。当該知見を活かして社外取締役として、職務を適切に遂行

いただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同

氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対

し、独立した立場から関与いただく予定です。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 田中浩二氏は、当社の大株主であり、親会社等に該当します。

３. 吉行亮二氏は、社外取締役候補者であります。

４. 吉行亮二氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって３年となります。
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５. 当社は、吉行亮二氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

り、同氏の選任が承認された場合、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定です。

６. 当社と吉行亮二氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額であ

ります。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であり

ます。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場  TKPガーデンシティ天神

      福岡市中央区天神二丁目14番８号

      福岡天神センタービル　８階

      TEL　(092)-720-8003

公
園
通
橋西

鉄
天
神
大
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田
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西
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福
岡（
天
神
）駅

西
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り

西
通
り

渡
辺
通
り

渡
辺
通
り

地下鉄空港線天神駅

地下鉄空港線天神駅

明治通り

アクロス
福岡

パルコパルコ

警固神社

福岡
市役所
福岡
市役所

博多大丸

天神中央公園イムズイムズ

NTT-KFビル

ヴィオロヴィオロ
岩田屋新館岩田屋新館

TKPガーデンシティ天神

警固公園

ソラリア
プラザ

ソラリア
プラザ

警固神社

ビックカメラ

博多大丸

福岡三越

中央警察署中央警察署

地下鉄七隈線天神南駅

地下鉄七隈線天神南駅

岩田屋本館
（NTT-Tビル）
岩田屋本館

（NTT-Tビル）

NTT-KFビル

ビックカメラ

福岡三越

明治通り

交通のご案内

○　西鉄福岡（天神）駅より徒歩４分

○　地下鉄空港線天神駅１番出口より徒歩０分

（お願い）

　駐車場のご用意はございませんので、お車での来場はご遠慮ください

ますようお願い申し上げます。


